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         ニッセイメール配信サービス（メルマガ） 

 

    【メルマガ内容】 

 

        ＤＢ基金（〇）  ＤＢ規約（〇）  ＤＣ  （〇） 

        厚年基金（〇）  会計基準（ ）  その他 （ ） 

 

        【タイトル】政府税制調査会、老後に係る税制のあり方等について 

 

☆***********************************************************************☆ 

 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

政府税制調査会は、2020年 10月 22日に総会を開きました。 

 

議題は以下のとおりです。 

 

 （１）老後に係る税制のあり方について 

 （２）経済のデジタル化に伴う国際課税上の対応について 

 （３）納税環境整備に関する専門家会合について 

 

このうち、「（１）老後に係る税制のあり方について」の中で、「DCの拠出限度 

額の見直し」の概要説明と併せて、以下の論点が示されています。 

 

 

「３－２．財務省説明資料（老後に係る税制のあり方）」抜粋 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 「拠出段階における論点」 

 

 ●人生 100 年時代において、働き方やライフコースが多様化しており、全世代 

  型社会保障の構築と合わせて、一人ひとりの個人が老後の生活に備えるため 

  の準備を公平に支援するための税制の構築が求められている。 



 

 ●我が国においては、これまで企業年金や個人型確定拠出年金（iDeCo）等の 

  私的年金に関する税制が段階的に整備・拡充されてきた中、働き方の違い等 

  によって税制の適用関係が異なることや、各制度それぞれで非課税拠出枠の 

  限度額管理が行われていることといった課題がある。 

 

 ●例えばイギリスやカナダにおいては、加入している私的年金等の組み合わせ 

  にかかわらず同様の非課税拠出を行えるよう、各種私的年金に共通の非課税 

  拠出限度額を設けており、働き方の違い等によって有利・不利が生じないよ 

  うな仕組みとなっている。 

 

 ●諸外国の例も参考にしつつ、働き方の違い等によって有利・不利が生じない 

  ような企業年金・個人年金等に関する税制上の取扱いについて検討するとと 

  もに、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正な税負担のあり方についても 

  検討する必要がある。 

 

 

 「給付段階＜年金・退職金＞における論点」 

 

 ●諸外国では、拠出・運用段階は一定の限度額まで非課税としつつ、給付段階 

  においては、我が国のような年金収入に対する大きな控除はなく、基本的に 

  課税とする例が多くなっている。 

 

 ●我が国においても、こうした諸外国の例も参考にしつつ、働き方の違い等に 

  よって有利・不利が生じないような企業年金・個人年金等に関する税制上の 

  取扱いについて検討するとともに、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正 

  な税負担のあり方についても検討する必要がある。 

 

 ●退職給付に係る税制についても、給付が一時金払いか年金払いかによって取 

  扱いが大きく異なり、退職給付のあり方に対して中立的ではなく、また、勤 

  続期間が 20 年を超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが、転職の増 

  加など働き方の多様化を想定していないとの指摘がある。 

 

 ●退職金も含めた賃金形態の多様化や転職機会の増加などが進む中、給与・退 

  職一時金・年金給付の間の税負担のバランスについても、働き方やライフコ 

  ースの多様化を踏まえた丁寧な検討が必要である。 



 

 ●こうした課題については、諸外国と我が国では雇用慣行等の経済社会環境や 

  公的年金制度に違いがあることや、企業年金・個人年金等は企業の退職給付 

  のあり方や個人の生活設計にも密接に関係することなどを踏まえ、その検討 

  を丁寧に行い、関係する税制の包括的な見直しを行っていくべきである。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

当日の資料は、次の内閣府ＨＰでご確認ください。 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2020/2zen3kai.html 

 

 

～メルマガのバックナンバーを掲載しています～ 

http://www.nenkin.nissay.co.jp/info/ 

 

バックナンバーでは、過去の年金ＮＥＷＳ・メルマガに加え、マーケット情報等を 

ご覧いただくことができます。 
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